
徳
島
県
告
示
第
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ナ
カ
山
川
店

吉
野
川
市
山
川
町
前
川
二
〇
六
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
三
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
件
）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吉
野
川
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

駐
車
需
要
の
充
足
等
交
通
に
係
る
事
項

店
舗
出
入
口
付
近
の
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
設
置
等
、
交
通
事
故
防
止
に
配
慮
す
る
こ
と
。
特
に
、
入
口

看
板
等
に
よ
る
歩
行
者
の
死
角
に
は
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

２

防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力

防
犯
灯
の
設
置
な
ど
、
人
出
の
増
加
に
よ
る
夜
間
の
防
犯
上
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
吉
野
川
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
一
月
七
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
七
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で


